
1 対 象 世 帯

上田市に住所がある

①住民税非課税世帯

②生活保護受給世帯

※いずれも申請日時点

※世帯主に支給

※稼働可能なエアコンが

未設置の世帯に限る

3 対 象 器 具

次のいずれかの品目

①壁掛け型エアコン

②床置き型エアコン

③ウインドエアコン

④ポータブルエアコン

⑤電気冷風機
※⑤は充電式のものを除く

※詳細は裏面を御覧ください。

4 申 請 期 間

令和８年

３月６日（金） から

令和８年

８月２８日（金） まで
（予定額に達し次第終了と

なります。）

期間厳守！

夏季に向けた熱中症対策として

自宅に稼働可能なエアコンがない

住民税非課税世帯・生活保護世帯を対象に、

※こちらの記載事項以外にも条件があります。詳細はこの

チラシの裏面、又はwebを御覧ください。

※デジタルチケット配布事業（1人あたり7,000円のデジタル

チケット配布事業）との併用はできません。

http://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/fukusi/124857.html

問合せ・申請先
（二次元コード）

上田市役所 福祉部 福祉課

エアコン設置費助成事業担当

（上田市役所本庁舎２階ラウンジ）

電話 ０２６８－７５－１３６５（直通）
e-mail：fukusi@city.ueda.nagano.jp

2 補 助 額

①住民税非課税世帯

設置費用の２/３

（上限50,000円）

②生活保護受給世帯

設置費用全額

（上限73,000円）
※いずれも千円未満端数切捨て

※上限額を超える部分は自己負

担となります。

エアコン購入設置費用を

助成します！

令和8年（2026年）３月～８月



１　まずは対象世帯であるか確認（不明な場合は事前に御相談ください）。

はい 　　　はい

　　　　いいえ

　　　　 　　　　はい

いいえ 　　　　いいえ

はい

２　申請フロー

　　申請者 　市 　　　　申請者 　　申請者 　　市 　　　　　　申請者

　 

３　対象品目及び対象外品目について(申請台数は1世帯につき1台に限る）

　購入を検討する品目が補助対象であるか不明の場合は、お問い合わせください。交付申請後、対象品目ではないと判断された場合は、
不交付決定となりますので、あらかじめ御了承ください。なお、交付申請にあたっては、居住する住宅に使用可能なエアコンが１台もない
ことを誓約いただきます。虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受給した場合は、補助金を返還いただきます。また、上田市高齢
者エアコン設置支援事業補助金を受給された方は対象外となります。その他、記載事項以外の条件等がある場合がございますので、申請
を検討される場合は、上田市ホームページを御覧いただくか、お問い合わせください。

３　補助金交付を受けるための条件等（詳細）

（※）表面の３対象器具①～④の品目が設置されていない状態。なお、既に⑤が設置されている場合、①～④の申請は可能だが、⑤の申請は不可。
（※）居住する住宅に1台のみ設置されているエアコンが壊れており、修繕費用が新設と同程度又は修理不能の場合は申請可能（修繕費用見積書
　　　又は修理不能証明書が必要）。

１　対象世帯について
①住民税非課税世帯
　申請日時点で世帯員全員が住民税均等割非課税である世帯で、市内に住所を有する者に扶養されていないこと。
　申請日が令和８年５月３１日までの場合は令和７年度の課税状況、令和８年６月１日以降は令和８年度の課税状況を確認します。
②生活保護世帯
　申請日時点で生活保護を受給している世帯又は生活保護停止中の世帯であり、生活保護申請中の世帯は除きます。遡って生活保護　
　
　が廃止になった場合でも、申請日時点で生活保護受給世帯であれば対象となります。
※他に、①の世帯は市税等の滞納がないこと。賃貸住宅等の場合、家主の許可が必要。なお、施設入所の場合は対象外となります。

２　補助金額等について
　補助金は、原則全額確定払い（エアコン設置と支払が終わった後の補助金交付）になります。なお、エアコンの購入先は市内の事業者
  を推奨いたしますが、市外の事業者や通信販売事業者からの購入も可能です。

申請フロー ・ 詳細条件

① 対象世帯かどうか

申請できません。

②エアコンの設置状況 ③品目を検討

申請可能です。申請しますか？
２の申請フローに沿って

申請してください。

①交付

申請

②書類審査

交付決定

③エアコン

購入設置

④実績報告

交付請求

⑤金額確定

支払い

⑥補助金

受領

・御自身の世帯が、申請日時点で

①住民税均等割非課税世帯 又は

②生活保護受給世帯 に該当する。

・①の場合、市税等の滞納がない

居住する住宅に、稼働可能なエア

コン（※）が１台も設置されていな

い。

検討した結果、補助対象となる品目

である（表面の３対象器具を御覧い

ただき、御検討ください）。

①補助金交付申請書（様式第１号）・見積書等（郵送or窓口に来所）。

②世帯状況や対象品目等の要件を満たさない場合は、不交付決定となります。

③交付決定を受けた対象品目のエアコン等を購入・設置します。なお、購入・設置は、必ず交付決定「後」になりますので、

御注意ください。

④実績報告書（様式第６号）、交付請求書（様式第８号）、領収書等。

⑤補助金額を確定し、請求書に記載された振込先に振り込みます。

⑥補助金を口座振込。なお、補助事業完了後、市が設置状況の確認を行うことがあります。

対象品目 説明 （対象外品目）
壁掛け型エアコン 室外機を使用し、壁に固定して設置するもの
床置き型エアコン 室外機を使用し、室内機を床に設置するもの
ウインドエアコン 窓枠設置の一体型であり、冷媒回路を内蔵し、室外に排熱するもの
ポータブルエアコン 固定せず移動が可能であり、排熱ダクトが付属するもの
電気冷風機 コンセントから直接給電し、空間全体を冷却するもの（ペルチェ式冷風扇も含む）

体の一部や特定の物を局所的に冷却するパーソ
ナルクーラー（卓上クーラー、ネッククーラー、ハ
ンディクーラー、携帯クーラー、腰掛け扇風機、モ
バイル用クーラー等その他のパーソナルクーラー
に類するもの）、送風機能のみ有する扇風機や
サーキュレーター、業務用エアコン等。


